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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第46期

第２四半期累計期間
第47期

第２四半期累計期間
第46期

会計期間
自 平成27年９月１日
至 平成28年２月29日

自 平成28年９月１日
至 平成29年２月28日

自 平成27年９月１日
至 平成28年８月31日

売上高 (千円) 1,573,423 1,515,521 3,162,147

経常損失(△) (千円) △45,864 △114,771 △85,521

四半期(当期)純損失(△) (千円) △35,664 △171,439 △82,919

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 488,355 488,355 488,355

発行済株式総数 (株) 1,806,800 1,806,800 1,806,800

純資産額 (千円) 1,662,729 1,412,856 1,620,707

総資産額 (千円) 3,491,570 3,389,038 3,680,750

１株当たり四半期(当期)純損失金
額(△)

(円) △24.82 △119.32 △57.71

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 30

自己資本比率 (％) 47.6 41.7 44.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △11,096 △66,861 45,743

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △12,629 △82,207 △118,991

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 102,131 △100,425 300,468

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 168,790 68,109 317,604
 

　

回次
第46期

第２四半期会計期間
第47期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成27年12月１日
至 平成28年２月29日

自 平成28年12月１日
至 平成29年２月28日

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) 6.86 △62.92
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社を有していないため、記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリ

スク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の月例経済報告国内景気基調判断によりますと、「一部に改

善の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」とされ、明確な回復傾向が見出せない状況が続いており

ます。当社の事業が依存する個人消費につきましても、「持ち直しの動きが続いているものの、このところ足踏み

がみられる」と、表現が下方修正されるなど、力強さに欠ける動きとなっております。

 このような環境の下、より一層、地域社会になくてはならない存在となるべく、期初に仙台市若林区に新規出店

するなど諸施策を実施して参りました。

　しかし、通信販売の苦戦が続いたこと等から、全社売上高は前期に比べ3.7％減少し、1,515百万円となりまし

た。損益につきましても、売上高の減少及び原価率の上昇並びに販売費及び一般管理費の増加等から、営業損失

115百万円（前年同期44百万円）、経常損失114百万円（前年同期45百万円）とそれぞれ悪化いたしました。四半期

純損益につきましては、営業部門の一部に減損損失35百万円を計上したこと及び繰延税金資産の一部、24百万円を

取崩したこと等から、赤字幅が拡大し、四半期純損失171百万円（前年同期35百万円）となりました。

　報告セグメントごとの業績の概況につきましては、以下の通りです。

（通信販売）

　お客様の特性に応じたきめ細かなフォローを行う「顧客数増加重視方式」の営業方針に改め、約１年が経過しま

したが、効果が顕れるまで予想より時間を要し、売上高は404百万円（前年同期474百万円）と大幅減となりまし

た。セグメント利益又は損失(営業利益又は損失)につきましても、売上高の大幅な減少及び新方式に伴う販促費の

増加等から大幅に悪化し、セグメント利益35百万円（前年同期75百万円）となりました。

（店舗販売）

　新規出店したこと等から、売上高は前年同期に比べ1.1％増加し、1,111百万円となりました。一方、セグメント

利益又は損失(営業利益又は損失)は、新店の開業に伴う一時的費用が嵩んだことや既存店の売上高が計画通りに進

捗しなかったこと等から、前年同期に比べ大幅に悪化し、セグメント利益29百万円（前年同期68百万円）となりま

した。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

総資産は3,389百万円となり、前事業年度末に比べ291百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の

減少により流動資産が260百万円減少したことによるものであります。

（負債）

負債合計は1,976百万円となり、前事業年度末に比べ83百万円の減少となりました。これは、短期借入50百万円

及び長期借入100百万円を実施する一方、長期借入金の返済206百万円の実施により、減少したものであります。

（純資産）

純資産は1,412百万円となり、前事業年度末に比べ207百万円の減少となりました。これは、四半期純損失171百

万円の計上、剰余金の配当43百万円の実施等によるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ249百万

円減少し、68百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は、66百万円（前年同期は、11百万円）となりました。これは主に、税引前当期

純損失152百万円の計上に対し、資金の増加は、減価償却費の計上84百万円等に限られたことによるものでありま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は、82百万円（前年同期は、12百万円）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出74百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は、100百万円（前年同期は、102百万円の獲得）となりました。これは、長短併

せた借入れの実施により、150百万円を得た一方、長期借入金の返済による支出206百万円、配当金の支払額42百万

円の実施等によるものであります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期累計期間における研究開発費の総額は、7,135千円であります。

　なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動について重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,000,000

計 6,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成29年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年４月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,806,800 1,806,800
東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)
単元株式数は100株
であります。

計 1,806,800 1,806,800 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年２月28日 ― 1,806,800 ― 488,355 ― 554,141
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(6) 【大株主の状況】

平成29年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ムゲン 山形県山形市城南町一丁目12-12 187,800 10.39

公益財団法人弦地域文化支援財団 山形県山形市蔵王松ケ丘二丁目1-3 145,000 8.03

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷三丁目29-22 84,000 4.65

株式会社山形銀行 山形県山形市七日町三丁目1-2 70,000 3.87

シベール社員持株会 山形県山形市蔵王松ケ丘二丁目1-3 21,500 1.19

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1-2 14,000 0.77

黒田辰男 山形県山形市 11,500 0.64

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6-6 11,200 0.62

日本製粉株式会社 東京都千代田区麹町四丁目8 10,000 0.55

渡辺誠二 宮城県宮城郡利府町 9,600 0.53

計 ― 564,600 31.25
 

(注) 上記のほか当社所有の自己株式370,000株(20.48％)があります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 370,000
 

─
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式であります。

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,436,500
 

 

14,365 同上

単元未満株式 普通株式 300
 

─ ─

発行済株式総数 1,806,800 ─ ─

総株主の議決権 ─ 14,365 ─
 

 

② 【自己株式等】

  平成29年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社シベール

山形県山形市蔵王松ケ丘
二丁目１番３号

370,000 ― 370,000 20.48

計 ― 370,000 ― 370,000 20.48
 

 

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成28年12月１日から平成29年

２月28日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年９月１日から平成29年２月28日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年８月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年２月28日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 337,604 88,109

  売掛金 70,379 52,534

  たな卸資産 ※１  92,772 ※１  100,188

  その他 86,620 85,423

  貸倒引当金 △573 △446

  流動資産合計 586,803 325,809

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,463,187 1,491,557

   機械及び装置（純額） 81,911 89,722

   土地 1,097,047 1,097,047

   その他（純額） 211,006 164,617

   有形固定資産合計 2,853,153 2,842,944

  無形固定資産 12,269 9,529

  投資その他の資産   

   投資有価証券 46,045 51,030

   その他 182,858 160,091

   貸倒引当金 △380 △366

   投資その他の資産合計 228,524 210,755

  固定資産合計 3,093,946 3,063,229

 資産合計 3,680,750 3,389,038

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 95,924 76,469

  短期借入金 － 50,000

  1年内返済予定の長期借入金 361,639 359,959

  未払金 139,316 117,691

  未払法人税等 10,320 8,174

  賞与引当金 15,000 15,000

  ポイント引当金 16,153 15,083

  その他 36,175 24,259

  流動負債合計 674,530 666,637

 固定負債   

  長期借入金 1,345,603 1,240,423

  資産除去債務 34,313 42,826

  その他 5,595 26,294

  固定負債合計 1,385,512 1,309,543

 負債合計 2,060,042 1,976,181
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年８月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年２月28日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 488,355 488,355

  資本剰余金 554,141 554,141

  利益剰余金 1,427,419 1,212,875

  自己株式 △851,000 △851,000

  株主資本合計 1,618,915 1,404,372

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,791 8,484

  評価・換算差額等合計 1,791 8,484

 純資産合計 1,620,707 1,412,856

負債純資産合計 3,680,750 3,389,038
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年２月28日)

売上高 1,573,423 1,515,521

売上原価 860,768 865,420

売上総利益 712,654 650,100

販売費及び一般管理費 ※１  757,507 ※１  765,320

営業損失（△） △44,852 △115,219

営業外収益   

 受取利息 17 2

 受取配当金 426 351

 受取賃貸料 5,013 5,054

 貸倒引当金戻入額 21 14

 雑収入 1,145 1,857

 営業外収益合計 6,623 7,278

営業外費用   

 支払利息 7,025 6,783

 雑損失 609 47

 営業外費用合計 7,635 6,830

経常損失（△） △45,864 △114,771

特別利益   

 固定資産売却益 60 －

 投資有価証券売却益 1 －

 保険解約返戻金 － 5

 特別利益合計 61 5

特別損失   

 固定資産除却損 66 494

 減損損失 － ※２  35,586

 投資有価証券評価損 － 1,700

 特別損失合計 66 37,781

税引前四半期純損失（△） △45,869 △152,548

法人税、住民税及び事業税 4,796 4,318

法人税等調整額 △15,001 14,573

法人税等合計 △10,204 18,891

四半期純損失（△） △35,664 △171,439
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純損失（△） △45,869 △152,548

 減価償却費 75,566 84,866

 減損損失 － 35,586

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △243 △140

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,338 △1,070

 受取利息及び受取配当金 △443 △353

 支払利息 7,025 6,783

 固定資産売却損益（△は益） △60 －

 投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

 固定資産除却損 66 494

 投資有価証券評価損益（△は益） － 1,700

 売上債権の増減額（△は増加） 17,701 16,187

 たな卸資産の増減額（△は増加） △9,863 △7,416

 仕入債務の増減額（△は減少） △9,482 △19,455

 未収消費税等の増減額（△は増加） － 3,668

 未払消費税等の増減額（△は減少） △27,110 △9,522

 その他 △4,080 △14,322

 小計 1,866 △55,541

 利息及び配当金の受取額 443 353

 利息の支払額 △6,831 △6,182

 法人税等の還付額 － 1,458

 法人税等の支払額 △6,575 △6,949

 営業活動によるキャッシュ・フロー △11,096 △66,861

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △60,000 △60,000

 定期預金の払戻による収入 60,000 60,000

 有形固定資産の取得による支出 △11,224 △74,993

 有形固定資産の売却による収入 60 －

 無形固定資産の取得による支出 △380 △7,093

 投資有価証券の取得による支出 △29 －

 投資有価証券の売却による収入 10 －

 その他 △1,065 △119

 投資活動によるキャッシュ・フロー △12,629 △82,207

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 － 50,000

 長期借入れによる収入 300,000 100,000

 長期借入金の返済による支出 △154,924 △206,859

 配当金の支払額 △42,944 △42,970

 その他 － △595

 財務活動によるキャッシュ・フロー 102,131 △100,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,405 △249,495

現金及び現金同等物の期首残高 90,384 317,604

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  168,790 ※１  68,109
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【注記事項】

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日) を第１四半

期会計期間から適用しております。

 

 
(四半期貸借対照表関係)

※１ たな卸資産の内訳

 

 
前事業年度

(平成28年８月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年２月28日)

商品及び製品 9,518千円 11,988千円

仕掛品 14,452 〃 15,834 〃

原材料及び貯蔵品 68,800 〃 72,365 〃
 

 

 

(四半期損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
至 平成28年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
至 平成29年２月28日)

貸倒引当金繰入額 255千円 74千円

役員報酬・給与手当 260,157 〃 251,920 〃

賞与引当金繰入額 7,929 〃 8,181 〃
 

 

※２　減損損失

　　　当社は、当第２四半期累計期間において以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額（千円）

山形県山形市 受注施設 建物等 35,586
 

当社は、継続的に収支の把握がなされている、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独

立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によってグルーピングを行っており、営業活動から生ずる損益

が継続してマイナスとなっている資産グループの当第２四半期累計期間における帳簿価額の額を減損損失

35,586千円として計上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値をゼロとして評価しております。

　

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 

 
前第２四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
至 平成28年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
至 平成29年２月28日)

現金及び預金 188,790千円 88,109千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,000 〃 △20,000 〃

現金及び現金同等物 168,790千円 68,109千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 平成27年９月１日 至 平成28年２月29日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月23日
定時株主総会

普通株式 43,104 30 平成27年８月31日 平成27年11月25日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

 

当第２四半期累計期間(自 平成28年９月１日 至 平成29年２月28日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月23日
定時株主総会

普通株式 43,104 30 平成28年８月31日 平成28年11月25日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

 

 
(持分法損益等)

当社は関連会社が無いため、該当事項はありません。

 
 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成27年９月１日 至 平成28年２月29日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整
(注)１

四半期損益計算
書計上額
(注)２通信販売 店舗販売 計

売上高      

  外部顧客への売上高 474,576 1,098,846 1,573,423 ― 1,573,423

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 474,576 1,098,846 1,573,423 ― 1,573,423

セグメント利益又は損失(△) 75,301 68,344 143,645 △188,498 △44,852
 

(注) １　セグメント利益の調整額△188,498千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行なっております。
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Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成28年９月１日 至 平成29年２月28日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整
(注)１

四半期損益計算
書計上額
(注)２通信販売 店舗販売 計

売上高      

  外部顧客への売上高 404,448 1,111,072 1,515,521 ― 1,515,521

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 404,448 1,111,072 1,515,521 ― 1,515,521

セグメント利益又は損失(△) 35,581 29,592 65,174 △180,394 △115,219
 

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額△180,394千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であ

り、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　(固定資産に係る重要な減損損失)

「通信販売」セグメントにおいて、営業活動から生じる損益が継続してマイナスのため、通信販売業務に関する資

産の帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額

は、当第２四半期累計期間においては35,586千円であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間
(自 平成27年９月１日
至 平成28年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年９月１日
至 平成29年２月28日)

　 １株当たり四半期純損失金額 24円 82 銭 119円 32 銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純損失(千円) 35,664 171,439

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 35,664 171,439

   普通株式の期中平均株式数(株) 1,436,800 1,436,800
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 
(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

 
 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年４月14日

株式会社シベール

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   原   口   清   冶   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   有   倉   大   輔   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シベー

ルの平成28年９月１日から平成29年８月31日までの第47期事業年度の第２四半期会計期間(平成28年12月１日から平成29

年２月28日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年９月１日から平成29年２月28日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シベールの平成29年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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